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財 

務 

省 
○
農
林
水
産
省
令
第
二
号 

 
経
済
産
業
省 

 

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
鋼
製
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
缶
で
あ
っ
て
、
飲
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を

定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

財
務
大
臣 

麻
生 

太
郎 

農
林
水
産
大
臣 

江
藤 

 

拓 

経
済
産
業
大
臣 

梶
山 

弘
志 

鋼
製
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
缶
で
あ
っ
て
、
飲
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項

を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

鋼
製
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
缶
で
あ
っ
て
、
飲
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定

め
る
省
令
（
平
成
三
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

附 

則 

抄 

附 

則 

抄 

(

施
行
期
日) 

(

施
行
期
日) 

１ 

［
略
］ 

１ 

［
略
］ 

(

表
示
の
特
例)  

(

表
示
の
特
例) 

２ 

第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
缶
で
あ
っ

て
、
飲
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
製
造
又
は
販
売
の
数

量
が
少
な
い
た
め
、
缶
の
胴
に
表
示
を
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
分
の
間

、
缶
の
胴
以
外
の
部

分
に
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
缶
で
あ
っ

て
、
飲
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
製
造
又
は
販
売
の

数
量
が
少
な
い
た
め
、
缶
の
胴
に
表
示
を
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
分
の
間
、
様
式
一
及
び

様
式
三
中
「17mm

」
と
あ
る
の
は
「10

mm

」
と
、
「

1
0mm

」
と
あ
る
の
は
「6m

m

」
と
、
「14

 
 

 
 

」
と

あ
る
の
は
「10

 
 

 
 

」
と
、
様
式
二
及
び
様
式
四

中
「20

mm

」
と
あ
る
の
は
「10mm

」
と
、
「12mm

」
と

あ
る
の
は
「6mm

」
と
、
「16

 
 

 
 

」
と
あ
る
の
は

「10
 

 
 

 

」
と
読
み
替
え
て

、
缶
の
胴
以
外
の
部

分
に
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ポ
イ
ン
ト

 
ポ
イ
ン
ト

 

ポ
イ
ン
ト

 
ポ

イ
ン

ト
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(
経
過
措
置) 

(

経
過
措
置) 

３ 
平
成
五
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又
は

輸
入
さ
れ
た
缶
で
あ
っ
て
、
飲
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
五
条
、
第
三
十
七
条
第
二

項
及
び
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は

適
用
し
な
い
。 

３ 

平
成
五
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又
は

輸
入
さ
れ
た
缶
で
あ
っ
て
、
飲
料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項

及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
適

用
し
な
い
。 

別
表(

第
二
条
関
係) 

別
表(

第
二
条
関
係) 

 

指
定
表
示
製
品
の 

区
分 

様 
 

式 

鋼
製
の
缶
（
胴
が
鋼

製
の
も
の
を
い
う
。 

）
で
あ
っ
て
、
飲
料

が
充
て
ん
さ
れ
た
も

の 

様
式
一 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の

缶
（
胴
が
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
製
の
も
の
を
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、

飲
料
が
充
て
ん
さ
れ

た
も
の 

様
式
二 

 

指
定
表
示
製
品
の 

区
分 

様 
 

式 

鋼
製
の
缶
（
胴
が
鋼

製
の
も
の
を
い
う
。 

）
で
あ
っ
て
、
飲
料

が
充
て
ん
さ
れ
た
も

の 

胴
の
外
径
が
六
〇
・
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
様
式
一 

胴
の
外
径
が
六
〇
・
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
様
式
二 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の

缶
（
胴
が
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
製
の
も
の
を
い 

う
。
）
で
あ
っ
て
、

飲
料
が
充
て
ん
さ
れ

た
も
の 

胴
の
外
径
が
六
〇
・
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
様
式
三 

胴
の
外
径
が
六
〇
・
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
様
式
四 
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Ｒ：円の外径(17mm 以上) 

ａ：円の切れ目の幅(10mm以内) 

Ｗ：線の幅(1mm 以上) 

文字の大きさは、日本産業規格Ｚ

8305 に規定する 14 ポイントの活字

以上の大きさとする。 

Ｒ：円の外径(6mm 以上) 

ａ：円の切れ目の幅(Ｒの 3/5 以内) 

Ｗ：線の幅(0.6mm 以上) 

文字の大きさは、日本産業規格Ｚ

8305 に規定する 4 ポイントの活字以

上の大きさとする。 

ａ：一辺の長さ(17mm 以上) 

ｂ：一辺の切れ目の幅(10mm 以内) 

Ｗ：線の幅(1mm 以上) 

θ：１つの角の大きさ(60°) 

文字の大きさは、日本産業規格Ｚ

8305 に規定する 14 ポイントの活字

以上の大きさとする。 

ａ：一辺の長さ(6mm 以上) 

ｂ：一辺の切れ目の幅(ａの 3/5 以内) 

Ｗ：線の幅(0.6mm 以上) 

θ：１つの角の大きさ(60°) 

文字の大きさは、日本産業規格Ｚ8305

に規定する 4 ポイントの活字以上の大

きさとする。 

様
式
一 

様
式
一 

  

  

 

［
削
る
］ 

様
式
二 

［
略
］ 

様
式
二 

様
式
三 
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［
削
る
］ 

様
式
四 

［
略
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


